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令和７年第１回厚真町議会定例会の開会にあたり、教育委員会の所管行政

の執行に関する主な方針について申しあげます。 

現代は将来の予測が困難な時代であり、その特徴として変動制、不確実性、

複雑性、曖昧性が挙げられています。今、私たちには、生涯学習を通じて、

子どもから大人まで一人ひとりが幸福や生きがいを感じられる学びを地域全

体でつくっていく視点を大切にし、未来に向けて自らが社会の創り手となり、

課題と向き合いながら、持続可能な社会を維持・発展させていくことが求め

られています。 

本年度は、教育分野におけるこれまでの成果や課題を検証し、令和８年度

から令和１７年度までの１０年間を期間とする本町の教育振興に関する基本

方針や施策をまとめた新たな「厚真町教育振興基本計画」の策定を進める重

要な１年でもあります。 

教育委員会といたしましては、本町の教育目標として掲げる「自然と文化

を愛し、ひろい心で活力に充ち生涯学びつづける人間の育成」を念頭に、教

育分野の現状分析と今後の方向性の検討を進め、学校教育においては「自立

して社会で生きていく基礎を育み、新しい時代を担える子どもの育成」を、

社会教育においては「生涯にわたり、支え合い・学び合う地域づくりの推進」

を目指して各施策を推進することといたします。 

 

以下、令和７年度の重点的な事項について申しあげます。 

 

＜学校教育＞ 

はじめに、学校教育の推進について申しあげます。 

第１に、「子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進」に

ついて申しあげます。 

個別最適で協働的な学びの実現を目指す学校教育においては、本年度も、

小中一貫教育の取組を軸に、授業における「あつまスタイル」の継続ととも

に、探究的な学びの実践と検証を重ねながら、主体的に学習に取り組む態度

を養い、個性を生かし多様な人々との協働を促し、問題の発見・解決等に結

びつけるよう教科横断的な教育の推進に努めます。 
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また、児童生徒が社会的・職業的自立の基盤となる資質・能力を身に付け

ることを目指すキャリア教育とともに、地域の多種・多様な資源との関わり

から自らの生き方や地域の将来について考える「ふるさと教育」を推進して

まいります。 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代を生きるすべての子どもたちの可能性を引き出

すことなどを目的とする国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、令和２年度に

整備した児童生徒、教員に関わる一人一台のタブレット端末については、本

年度、全ての端末を更新し、ＩＣＴ 環境を生かした授業や教育活動における

効果的な活用とそのサポートなど、学習ニーズに応じた活動の充実に努めて

まいります。 

また、特別支援教育では、こども園、小学校、中学校における、きめ細か

な子どもたちの見取りを基に情報を共有するほか、心理職による検査や理学

療法士、作業療法士等の専門職の意見を聴取するなど、関係機関による連携

体制の強化を図ります。本年度も小・中学校における「通級指導教室」の開

設のほか、引き続き小学校、中学校に特別支援教育支援員等を配置し、一人

ひとりの教育的ニーズやその変化に応じた適切な学びの場につなげられるよ

う支援の充実に努めてまいります。 

 

第２に、「英語を活用しグローバル社会に生きる子どもの育成」について申

しあげます。 

本町では、英語教育を特色ある教育活動の一つに位置付け、英語でコミュ

ニケーションを図りながらグローバルな視野で活躍するための資質・能力の

育成を目指し、コミュニケーション科における活動を軸に、教科横断的な取

組による厚真ＰＲプロジェクト学習、小中学校へのＡＬＴの配置、タブレッ

ト端末等のＩＣＴの活用などの実践を重ねてきており、本町の児童生徒の外

国への興味・関心や英語力は着実に伸びてきております。 

また、英語を活用したコミュニケーションへのチャレンジやステップアッ

プの場として定着してきた町内でのイングリッシュキャンプでは、令和６年

度は４回の開催で、２７人の中学生が参加し、仮に設定された外国環境にお

いて、入国審査や両替、インタビュー体験、調理実習など、ＡＬＴたちとの
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活動や交流を通して、コミュニケーションの楽しさや難しさを感じるなど、

学びに対する意欲の向上が見られたところです。本年度は新たに小学校高学

年を対象にしたプレ・イングリッシュキャンプを計画しており、また、高校

生につながる取組を検討するなど、英語を活用したコミュニケーション能力

の育成環境をさらに広げ、活動の積み上げとともに学校におけるカリキュラ

ムに工夫を加えながら、本町の小中一貫教育を支える柱の一つとして英語教

育活動の充実を図ってまいります。 

 

 第３に、「豊かな心の力を育む教育活動の充実と健やかな体を育む子ども

の育成」について申しあげます。 

変化が激しい社会情勢の影響は子どもたちにも及んできています。学校に

おける教職員による子どもたちへの寄り添いはもちろんのこと、教育委員会

所属の社会福祉士やスクールカウンセラー、町長部局の住民課との連携を密

にして、保護者を含め、子どもたちの個に応じた心のサポートを継続的に実

施してまいります。 

豊かな心は、他者への理解を深めたり、思いやったりするなど、社会で生

きていく上で、自分が置かれた状況に応じた意思決定と責任のある行動を促

します。本町の多様な教育資源との関わりを通して、自分を取り巻く環境と

自身とのつながりを認識しながら成長できるよう、発達段階に応じた感性豊

かな心の力を育む教育活動の充実を図ってまいります。 

また、いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数は増加傾向にあり

ますが、いじめは、児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為で

あり、社会総がかりでいじめの問題に取り組まなければなりません。こうし

たことから、児童会や生徒会などを含めた学校の教育活動全体を通じ、「いじ

めは決して許されない」ことの理解を促し、併せて、心の通う人間関係を築

いていく能力の素地を養ってまいります。さらに、教職員間の情報共有を徹

底するとともに、学校、家庭、関係機関等との連携の下、教育相談などを通

して、いじめの未然防止と早期発見及びいじめへの対処などを総合的かつ効

果的に推進いたします。また、様々な要因により不登校となる児童、生徒へ

の寄り添い、学びの場・居場所の確保など、適切な対応に努めてまいります。 
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健康の増進と体力の向上については、本年度も毎年実施している全児童生

徒を対象とした体力テストや健康診断の分析結果を参考にしながら、体育授

業、部活動、休み時間や放課後活動の工夫など、子どもたちが成長段階に応

じた体力・運動能力の向上に向けた個人の目標を掲げ、自ら進んで運動に親

しむことができる機会の充実を図る取組を学校、家庭、地域と連携して進め

てまいります。 

学校給食においては、老朽化に伴う厨房機器等の計画的な更新のほか、食

物アレルギー対応や衛生管理の整った安全な給食の提供に努めるなど、児童

生徒が食べることの大切さ、楽しさを知る機会となるよう食育の推進にも努

めてまいります。 

また、学校給食費については、物価高騰による賄材料費への影響が続いて

いる状況であり、学校関係者など大人の学校給食費負担金については本年４

月からの引き上げを行いますが、小中学校児童生徒及びこども園園児、厚真

高等学校生徒の給食費については、改定を行わず、町一般会計から約６，０

００千円を補填分として充当し、本年度も現状を維持することとし、今後の

賄材料費の動向を注視しながら学校給食費の適正化を図ってまいります。 

 

 第４に、「質の高い教育を支える教育環境の確保」について申しあげます。 

本町のすべての教職員が所員となって、教育に関する専門的、技術的事項

の調査研究などを行う厚真町教育研究所では、学校教育に関わる研究や研修、

実践活動が活発に行われております。令和５年度と令和６年度には町内小中

学校から延べ１０人の教員が秋田県能代市を訪問し、秋田の探究型授業を軸

とする学校教育現場における取組の様子などを視察したほか、道内において

も特色ある教育活動を展開している先進地の視察を行うなど、教育研究所の

各部会研修やそれぞれの学校における授業実践に生かされております。本年

度は新たに１人１台端末等のＩＣＴを活用した学びの研究に取り組むなど、

引き続きこれまでの取組の成果と課題の検証と実践を重ねながら「英語教育」、

「ふるさと教育」、「授業づくり」、「特別支援教育」を柱とする本町ならでは

の小中一貫教育を一層推進してまいります。 

近年、少子化や教員の働き方改革など、学校教育を取り巻く環境の変化に
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伴い、部活動の在り方も見直しが求められています。本町においても部活動

指導員の配置による働き方改革の推進をはじめ、合同クラブ活動や休日部活

動移行の試行など、近隣との広域的な関わりも視野に入れながら、町のスポ

ーツや文化の振興との一体的な検討を重ね、令和９年度を目標とする部活動

の地域展開を条件が整ったものから段階的に進めてまいります。 

子どもたちの安全・安心の確保については、厚真町通学路交通安全プログ

ラムに基づく検証サイクルを実践しながら、今後も関係機関との連携、協議

のほか、大規模災害の経験や知見を踏まえた防災学習の実施、交通安全・防

犯対策など、地域全体で子どもたちを見守る体制の強化を図ってまいります。 

教育環境の整備では、夏期における猛暑が与える児童生徒、教職員の健康

への悪影響を軽減するための空調機器が令和６年度において、町内すべての

小学校、中学校の普通教室、職員室、体育館等に設置され、本年度から稼働

可能となりました。改正バリアフリー法への適合に必要な改修工事について

は、令和６年度の小学校校舎に続いて、本年度は中学校校舎を対象に行うほ

か、小中学校のトイレ改修工事の実施設計に着手するなど、教育活動をはじ

め、災害時にも安全・安心に学校施設を利用できる具体的な環境整備を進め

てまいります。 

北海道厚真高等学校の魅力化の取組では、公営塾における生徒たちの活動

やスタッフらによる支援を通して、生徒たちの放課後を含む学校生活の充実

が図られてきました。本年度も生徒が主体的に行う探究型学習の取組を本町

の特色を生かしながら、多角的に支援したり、公営塾の活動等を情報発信し

たりするなど、高校の特色化と高校生活の魅力化を一層推進してまいります。 

 また、公営塾の機能をさらに発展させるために、新たな拠点整備の検討を

進めてまいります。 

 

＜社会教育＞ 

続いて、社会教育の推進についてであります。 

第１に、「社会全体の教育力の向上」について申しあげます。 

本町が推進している小中一貫教育では、「厚真の未来を語れる子」の育成を

目指し、地域人材をはじめ、あらゆる資源を児童生徒の学びに結びつけ、体
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験的、探究的、教科横断的な授業づくりに生かせるよう、学校教育と社会教

育が両輪となって取り組んでおります。本年度も、コミュニティ・スクール

をはじめ、「あつまるねっと」に参画している地域の企業や団体、個人などの

協力をいただきながら、学校と地域の協働体制を深めてまいります。 

また、将来の厚真の教育について、学校、地域、教育委員会の立場を越え

て協議するプロジェクトにより、これからの時代に求められる資質・能力と

ともに、１００年先の厚真を創る１００の学び場を考えるワークショップを

開催し、そこで提案されたアイデアを基に厚真未来カレッジなど、いくつか

の試行を兼ねた実践を展開しています。これらの活動を令和８年度からスタ

ートする新たな「厚真町教育振興基本計画」に生かすなど、子どもたちの育

ちを中心に捉え、関わる大人も共に成長し続ける社会全体の教育力の向上に

努めてまいります。 

放課後における子どもたちの安全・安心な居場所として活用されている本

町の放課後児童クラブ２施設を合わせた１日当たりの平均利用児童数は、令

和６年１２月末現在において、全児童数の約４割にあたる８６人という状況

です。本年度も放課後児童クラブのほか、放課後子ども教室や冒険の杜管理

運営事業における活動も含め、子どもたちが自ら考え、選択し、チャレンジ

するという主体性を尊重しながら、多様な体験活動や異学年交流を行うなど、

健全な発達を促す環境と放課後時間の充実に努めてまいります。 

 

第２に、「生涯学習社会づくりの推進」について申しあげます。 

生涯を通じた学習活動の推進については、親子の自然体験や英会話教室の

ほか、プラネタリウムの定期投影会に合わせて多世代が多種多様に学びを深

める「ディスカバリーカルチャー」、世界で活躍する熱中人との出会いから興

味・関心等を深めていく講座としての「厚真未来カレッジ」を本年度も引き

続き開催するほか、大学生を軸にした町民とのつながりを創出する機会の提

供など、町民の学習ニーズに沿った生涯学習の充実と町民の積極的な参加を

促してまいります。 

また、本町における文化活動の発表・鑑賞の場である文化祭については、

令和６年度は１週間程度の期間を文化祭ウィークと位置付けして開催いたし
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ました。展示や芸能発表、バザーの運営など、新たな課題も見えましたので、

本年度は、さらに展示、発表方法等に工夫を加えながら開催に向けた準備を

進めてまいります。 

読書は、子どもから大人まで、人生をより深く生きる力を身に付けていく

上で欠かすことのできない活動です。本年度も引き続き図書フェスティバル

などの読書の魅力と素晴らしさを伝えるイベントを企画するほか、移動図書

車の運行による読書に親しむ機会の充実と図書サービスの提供に努めるとと

もに、学校図書室や図書ボランティア団体とも連携しながら読書活動の推進

を図ってまいります。 

また、庁舎周辺等整備に伴い、町民の学びや様々な活動の新たな拠点とな

る文化交流施設について、図書機能の充実を含め、町民が主体となり、つな

がり、出会う中での新しい価値の創造を推進していく上での有効な運営方法

等の具体化を進めてまいります。 

 

第３に、「郷土の歴史と文化財の保護・活用の推進」について申しあげます。 

軽舞遺跡調査整理事務所を拠点に、保存・管理されている郷土資料や埋蔵

文化財の公開をはじめ、土器作りや勾玉（まがたま）作りなどの体験から郷

土の歴史・文化を学ぶ機会の提供のほか、震災により大きな影響を受けた北

部地域の地形地質見学、トーチカなどの戦争遺跡見学を実施し、防災教育や

ふるさと教育における資源として、保存・展示・活用方法に工夫を加え、先

人が紡いできた歴史・文化の継承と新たな価値の創造に努めてまいります。 

また、全国から注目されている本町のアイヌ文化財についても、関係者や

町民の皆さんの意見をもとに関係省庁などと調整・協議を進め、国のアイヌ

政策推進交付金を活用した各種見学会や講演会、町内に残るアイヌ伝承のア

ニメ番組制作などを実施いたします。縄文文化や明治時代以降の農業開拓の

歴史も含めた厚真町ならではの多様で豊かな歴史文化を町内外に向け、さら

なる利活用促進、民族共生社会の構築への理解促進に努めてまいります。 

 

第４に、「生涯スポーツの推進」について申しあげます。 

体力づくりや健康づくり、スポーツとの関わりから得られる交流などは、
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地域の活力につながります。最近は、本町が主催する健康ふれあいマラソン

大会やミニバレーボール大会、室内ソフトボール大会をはじめ、民間団体に

よる各種スポーツイベントへの参加や体力づくりなどに取り組む方々が多く

見られるようになりました。多様なスポーツ活動を通しての地域交流の促進

や健やかな暮らしの実現に向けて、誰もが自分に合ったスポーツを楽しめる

環境を提供する仕組みづくりの検討など、本年度も、関係団体の協力の下、

生涯にわたる地域の新たなスポーツ普及に努めてまいります。 

また、令和４年度に４種ライト陸上競技場として整備された厚真中学校グ

ラウンドでは、国内でも稀な、間近で選手を応援でき、アットホームな雰囲

気で行われる公認記録競技会「厚真フィールドチャレンジ」のほか、「町内小

学校陸上教室」など、新たな環境での競技・イベントが開催されており、町

内をはじめ道内各地から小・中学生をはじめとして一般の方々まで幅広い世

代による参加があり、自らの記録へのチャレンジや活発な交流が展開されて

おります。本年度は利用者等からの要望の声が多かった砲丸投げピットの増

設を行い、利便性の向上とさらなる利用促進、交流人口の拡大を図りながら、

生涯スポーツの充実に生かしてまいります。 

体力づくりと交流を深める本町の代表的な行事の一つとして、多くの町民

が集い、多様な世代間交流ができる貴重な機会にもなっている集まリンピッ

クについては、猛暑対策のため、従来の開催時期を１週間遅らせ、８月最終

日曜日に変更し、子どもから高齢者まで多くの皆さんが参加し競技を楽しめ

るよう工夫に努めてまいります。 

 

以上、令和７年度の教育行政の執行に関する主な方針について申しあげま

した。 

本年度も「自然と文化を愛し、ひろい心で活力に充ち生涯学びつづける人

間の育成」を目標に、町民の皆さんと協働して教育行政を推進してまいりま

すので、町民の皆さん並びに町議会の皆さんのご理解とご協力を心からお願

い申しあげます。 


